
資料３-１
R6.10.10農林水産部農政課作成南相馬市米の放射性物質検査に係る

 令和７年産米以降の検査体制について

 南相馬市では、平成２４年産米から、玄米の全量全袋検査を実施してきましたが、平

成２６年産米以降の総検査数約４３万点（令和５年産米まで）のうち、国が定める基準

値を超過する玄米はありませんでした。

 このことから、令和７年産米以降の南相馬市産米の放射性物質検査体制について、福

島県の方針等を踏まえながら、次の方針について検討しています。
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【南相馬市の検査方針】

①２０㎞圏外の地域については、令和７年産米から福島県が実施するモニタリング検査に

移行する。

（鹿島・八沢・真野・上真野・原町・高平・太田・大甕・石神地区からそれぞれ数カ所

ずつ抽出検査する。）

②２０㎞圏内の地域については、令和６年産米同様に全量全袋検査とする。

（令和９年産米まで継続予定。令和１０年産米からモニタリング検査に移行予定。）

※２０km圏内外双方で作付けをしている生産者は、明確に区分出荷できない場合は全量

全袋検査となります。

※１０年間

基準値超過米の検出なし

検査数 面積(ha)

参考【南相馬市全量全袋検査】
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R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

鹿島 3カ所 3 3 1

八沢 3カ所 3 3 1

真野 3カ所 3 3 1

上真野 3カ所 3 3 1

原町 3カ所 3 3 1

高平 3カ所 3 3 1

太田
(一部)

3カ所 3 3 1

大甕
(一部)

3カ所 3 3 1

石神 3カ所 3 3 1

太田
(一部)

3 3 3 1

大甕
(一部)

3 3 3 1

小高 3 3 3 1

福浦 3 3 3 1

金房 3 3 3 1

計 27カ所 27 27 24 18 16 6 4 2 1カ所

南相馬市モニタリング検査頻度のイメージ
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